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社外役員協議会の設置に関するお知らせ 

 

当社では、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、９月24日付で取締役会の諮問機関として、社

外役員で構成される「 社外役員協議会 」（ 以下、「 協議会 」 ）を設置いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

  

１．協議会設置の目的 

  取締役等の人事や報酬等、重要な事項を審議し、取締役会に答申することにより、これらの事項に関する客観

性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。 

 

２．協議会の役割 

（１）取締役の選任及び解任に関する諮問 

・ 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案（以下、「当議案」） 

・ 当議案の決議に必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 

・ その他取締役の選任及び解任に関して協議会が必要と認めた事項 

（２）取締役及び重要な使用人の個人別の報酬等に関する諮問 

・ 取締役及び重要な使用人の報酬等の内容に係る決定に関する方針 

・ 取締役及び重要な使用人の報酬等の内容 

・ 報酬等の決議に必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 

・ その他取締役及び重要な使用人の報酬等に関して協議会が必要と認めた事項 

（３）その他コーポレート・ガバナンス全般に関する諮問 

 

３．協議会の構成 

  協議会は社外取締役及び社外監査役から構成され、議長はメンバーの中から互選により選任 

 

以  上 
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【参考資料】 

コーポレート・ガバナンス体制 
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